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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和3年12月23日(2021.12.23)

【公開番号】特開2020-88581(P2020-88581A)
【公開日】令和2年6月4日(2020.6.4)
【年通号数】公開・登録公報2020-022
【出願番号】特願2018-219686(P2018-219686)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｗ  76/10     (2018.01)
   Ｈ０４Ｗ  84/12     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ  84/10     (2009.01)
   Ｇ０６Ｆ  13/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｗ   76/10     　　　　
   Ｈ０４Ｗ   84/12     　　　　
   Ｈ０４Ｗ   84/10     １１０　
   Ｇ０６Ｆ   13/00     ５１０Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和3年11月12日(2021.11.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置のコンピュータに、
　前記情報処理装置と通信装置との間の接続を確立する確立ステップと、
　ＡＯＳＳ（ＡｉｒＳｔａｔｉｏｎ　Ｏｎｅ－Ｔｏｕｃｈ　Ｓｅｃｕｒｅ　Ｓｙｓｔｅｍ
）、らくらく無線スタート、及びＷＰＳ（Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　Ｓｅｔｕｐ
）のうちいずれかである所定の規格に基づいてアクセスポイントとの接続を確立するため
の接続処理の実行指示を、前記情報処理装置と前記通信装置との間の接続を介して、前記
通信装置に送信する送信ステップと、を実行させ、
　前記実行指示が前記通信装置によって受信された場合、前記通信装置によって前記接続
処理が実行され、
　前記接続処理によって確立される前記通信装置と前記アクセスポイントの間の接続にお
いて、前記アクセスポイントが親機として動作し、前記通信装置が子機として動作するこ
とを特徴とするプログラム。
【請求項２】
　前記通信装置が前記接続処理を実行可能か否かを判定する第１判定ステップをさらに実
行させ、
　前記通信装置が前記接続処理を実行可能であると判定された場合、前記実行指示が前記
通信装置に送信され、
　前記通信装置が前記接続処理を実行可能でないと判定された場合、前記実行指示が前記
通信装置に送信されないことを特徴とする請求項１に記載のプログラム。
【請求項３】
　前記情報処理装置と前記通信装置との間の接続を確立するための処理が実行される前に
、所定の指示を受け付ける受け付けステップと、
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　少なくとも前記所定の指示が受け付けられたときに前記情報処理装置が接続していた前
記アクセスポイントと前記通信装置が接続可能でない場合、前記実行指示が送信され、
　少なくとも前記所定の指示が受け付けられたときに前記情報処理装置が接続していた前
記アクセスポイントと前記通信装置が接続可能である場合、前記実行指示が送信されない
ことを特徴とする請求項１又は２に記載のプログラム。
【請求項４】
　少なくとも前記所定の指示が受け付けられたときに前記情報処理装置が接続していた前
記アクセスポイントと前記通信装置が接続可能である場合、前記所定の指示が受け付けら
れたときに前記情報処理装置が接続していた前記アクセスポイントと接続するための接続
情報を、前記情報処理装置と前記通信装置との間の接続を介して、前記通信装置に送信す
る送信ステップを、さらに実行させ、
　前記所定の指示が受け付けられたときに前記情報処理装置が接続していた前記アクセス
ポイントと接続するための前記接続情報に基づいて、前記所定の指示が受け付けられたと
きに前記情報処理装置が接続していた前記アクセスポイントと前記通信装置とが接続する
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項５】
　前記通信装置が接続可能な１又は複数の前記アクセスポイントのリストを前記通信装置
から取得する取得ステップを、さらに実行させ、
　前記リストに、少なくとも前記所定の指示が受け付けられたときに前記情報処理装置が
接続していた前記アクセスポイントが含まれない場合、少なくとも前記所定の指示が受け
付けられたときに前記情報処理装置が接続していた前記アクセスポイントと前記通信装置
が接続可能でなく、
　前記リストに、少なくとも前記所定の指示が受け付けられたときに前記情報処理装置が
接続していた前記アクセスポイントが含まれる場合、少なくとも前記所定の指示が受け付
けられたときに前記情報処理装置が接続していた前記アクセスポイントと前記通信装置が
接続可能であることを特徴とする請求項３又は４に記載のプログラム。
【請求項６】
　前記リストに、少なくとも前記所定の指示が受け付けられたときに前記情報処理装置が
接続していた前記アクセスポイントが含まれない場合、前記リストからのいずれかの前記
アクセスポイントの選択を受け付ける第１受け付けステップと、
　前記選択された前記アクセスポイントと接続するための接続情報の入力を受け付ける第
２受け付けステップと、
　前記入力された前記接続情報に基づいて前記情報処理装置が前記選択された前記アクセ
スポイントと接続可能か否かを判定するステップと、さらに実行させ、
　前記入力された前記接続情報に基づいて前記情報処理装置が前記選択された前記アクセ
スポイントと接続可能であると判定された場合、前記選択された前記アクセスポイントと
接続するための前記接続情報が、前記情報処理装置と前記通信装置との間の接続を介して
、前記通信装置に送信され、
　前記入力された前記接続情報に基づいて前記情報処理装置が前記選択された前記アクセ
スポイントと接続可能でないと判定された場合、前記実行指示が、前記情報処理装置と前
記通信装置との間の接続を介して、前記通信装置に送信されることを特徴とする請求項５
に記載のプログラム。
【請求項７】
　前記実行指示が送信された後、前記情報処理装置が接続している前記アクセスポイント
を介して、前記通信装置を検索する検索ステップと、
　前記検索により前記通信装置が発見されなかった場合、前記実行指示を再度送信する再
送信ステップと、をさらに実行させることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に
記載のプログラム。
【請求項８】
　前記接続処理を前記アクセスポイントに実行させるための所定の操作を、前記アクセス
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ポイントに対して実行することをユーザに通知するための通知処理を実行する通知ステッ
プと、をさらに実行させることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載のプロ
グラム。
【請求項９】
　ユーザによって入力された前記アクセスポイントが前記接続処理を実行可能か否かを判
定する第２判定ステップと、をさらに実行させ、
　ユーザによって入力された前記アクセスポイントが前記接続処理を実行可能であると判
定された場合、前記実行指示が前記通信装置に送信され、
　ユーザによって入力された前記アクセスポイントが前記接続処理を実行可能でないと判
定された場合、前記実行指示が前記通信装置に送信されないことを特徴とする請求項１乃
至８のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１０】
　前記アクセスポイントが実行する前記接続処理は、前記所定の接続処理を実行している
前記通信装置が受信可能な所定のビーコンを発する処理であることを特徴とする請求項１
乃至９のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１１】
　前記通信装置が実行する前記接続処理は、前記接続処理を実行している前記アクセスポ
イントが発するビーコンを検索する処理及び、前記検索により発見したビーコンを発する
前記アクセスポイントから、前記アクセスポイントと接続するための接続情報を取得する
処理であることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１２】
　前記所定の規格は、前記アクセスポイントと接続するための接続情報の入力をユーザか
ら受け付けることなく前記アクセスポイントとの接続を確立するための規格であることを
特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１３】
　前記接続情報は、アクセスポイントと接続するためのパスワードを含むことを特徴とす
る請求項１２に記載のプログラム。
【請求項１４】
　前記情報処理装置と前記通信装置との間の接続は、Ｗｉ－Ｆｉであることを特徴とする
請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１５】
　前記情報処理装置と前記通信装置との間の接続は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｃｌａｓｓｉ
ｃ、又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙによる接続であることを特徴とする
請求項１乃至１４のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１６】
　前記アクセスポイントと前記通信装置との間の接続及び前記アクセスポイントと前記情
報処理装置との間の接続は、Ｗｉ－Ｆｉによる接続であることを特徴とする請求項１乃至
１５のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１７】
　前記通信装置は、印刷を実行するプリンタであることを特徴とする請求項１乃至１６の
いずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記実行指示が送信された後、前記アクセスポイントを介して前記通信装置に印刷ジョ
ブが送信されることを特徴とする請求項１乃至１７のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１９】
　情報処理装置の制御方法であって、
　前記情報処理装置と通信装置との間の接続を確立する確立ステップと、
　ＡＯＳＳ（ＡｉｒＳｔａｔｉｏｎ　Ｏｎｅ－Ｔｏｕｃｈ　Ｓｅｃｕｒｅ　Ｓｙｓｔｅｍ
）、らくらく無線スタート、及びＷＰＳ（Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　Ｓｅｔｕｐ
）のうちいずれかである所定の規格に基づいてアクセスポイントとの接続を確立するため
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の接続処理の実行指示を、前記情報処理装置と前記通信装置との間の接続を介して、前記
通信装置に送信する送信ステップと、を有し、
　前記実行指示が前記通信装置によって受信された場合、前記通信装置によって前記接続
処理が実行され、
　前記接続処理によって確立される前記通信装置と前記アクセスポイントの間の接続にお
いて、前記アクセスポイントが親機として動作し、前記通信装置が子機として動作するこ
とを特徴とする制御方法。
【請求項２０】
　情報処理装置であって、
　前記情報処理装置と通信装置との間の接続を確立する確立手段と、
　ＡＯＳＳ（ＡｉｒＳｔａｔｉｏｎ　Ｏｎｅ－Ｔｏｕｃｈ　Ｓｅｃｕｒｅ　Ｓｙｓｔｅｍ
）、らくらく無線スタート、及びＷＰＳ（Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　Ｓｅｔｕｐ
）のうちいずれかである所定の規格に基づいてアクセスポイントとの接続を確立するため
の接続処理の実行指示を、前記情報処理装置と前記通信装置との間の接続を介して、前記
通信装置に送信する送信手段と、を有し、
　前記実行指示が前記通信装置によって受信された場合、前記通信装置によって前記接続
処理が実行され、
　前記接続処理によって確立される前記通信装置と前記アクセスポイントの間の接続にお
いて、前記アクセスポイントが親機として動作し、前記通信装置が子機として動作するこ
とを特徴とする情報処理装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明のプログラムは、情報処理装置のコンピュータに、
　前記情報処理装置と通信装置との間の接続を確立する確立ステップと、
　ＡＯＳＳ（ＡｉｒＳｔａｔｉｏｎ　Ｏｎｅ－Ｔｏｕｃｈ　Ｓｅｃｕｒｅ　Ｓｙｓｔｅｍ
）、らくらく無線スタート、及びＷＰＳ（Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　Ｓｅｔｕｐ
）のうちいずれかである所定の規格に基づいてアクセスポイントとの接続を確立するため
の接続処理の実行指示を、前記情報処理装置と前記通信装置との間の接続を介して、前記
通信装置に送信する送信ステップと、を実行させ、
　前記実行指示が前記通信装置によって受信された場合、前記通信装置によって前記接続
処理が実行され、
　前記接続処理によって確立される前記通信装置と前記アクセスポイントの間の接続にお
いて、前記アクセスポイントが親機として動作し、前記通信装置が子機として動作するこ
とを特徴とする。
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